
契約変更理由書 
 

神⼾市 

工 事 名 鶴甲会館空調設備等改修工事 

  
契約変更の概要 
  
 １．室外機の設置場所変更に伴う、冷媒配管ルートの変更、コア抜き、天井点検口の追加 
 ２．室外機の設置場所変更に伴う、ブロック基礎、室外機用防護ネットの追加 
 ３．室外機の設置場所変更に伴う、コンクリート基礎の取止め 
 ４．室外機の設置場所変更に伴う、メッシュフェンスの取止め 
 
 
 
 
 
 
契約変更の理由 
 
（１〜４共通） 
  現場の詳細調査の結果、既設の梁により冷媒配管の外壁貫通が不可能な事が判明したため、室 

外機の設置場所を変更する必要が生じたため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


